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第１ 審議会の結論

実施機関が行った決定は妥当ではなく、別紙に掲げる部分を開示すべきである。

第２ 諮問事案の概要

１ 個人情報開示請求

審査請求人（以下「請求人」という。）は、群馬県個人情報保護条例（平成１

２年群馬県条例第８５号。以下「条例」という。）第１２条第１項の規定に基づ

き、群馬県知事（以下「実施機関」という。）に対し、平成２８年８月９日付け

で、「群馬県○○委員会の議事録 平成○○年○○月○○日付開催」について、

自己の個人情報として開示の請求（以下「本件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成２８年８月２２日に、本件請求に係る個人情報を、平成○○

年○○月○○日開催の群馬県○○委員会（以下「委員会」という。）の議事録で

ある「群馬県○○委員会議事要旨」に記載された個人情報（以下、「本件個人情

報」という。）であると特定し、個人情報部分開示決定（以下「本件処分」とい

う。）を行い、当該個人情報の一部を開示しない理由を次のとおり付して、請求

人に通知した。

○群馬県個人情報保護条例 第１３条第４号イ該当

（非開示の理由）

開示することにより、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれがあるため。

○群馬県個人情報保護条例 第１３条第７号該当

（非開示の理由）

審理の過程において開示しないことを前提に提出等されたものであり、開示す

ることにより、当該事務又は事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがあるため。

３ 審査請求

請求人は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第５条の規定に基づ

き、平成２８年１０月２５日付けで、本件処分を不服として、実施機関に対して

審査請求を行った。

４ 補正命令

実施機関は、行政不服審査法第２３条の規定に基づき、平成２９年２月２１日

付けで、補正を命令した。

５ 補正書

請求人は、平成２９年２月２８日付けで、補正書を提出した。
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６ 弁明書の送付

実施機関は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第

２９条第２項の規定に基づき、平成２９年３月２３日付けで弁明書を作成し、そ

の副本を請求人に送付した。

７ 反論書の提出

請求人は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第３

０条第１項の規定に基づき、平成２９年４月１７日付けで反論書を作成し、実施

機関に提出した。

８ 諮問

実施機関は、条例第２６条の規定に基づき、群馬県個人情報保護審議会（以下

「審議会」という。）に対して、平成２９年４月２５日、本件審査請求事案（以

下「本件事案」という。）の諮問を行った。

９ 意見書

請求人は、審査会に対して、条例第３３条の３に基づき、平成２９年４月２８

日付けで意見書を作成し、提出した。

第３ 争点（本件個人情報の部分開示決定について）

本件個人情報の一部を非開示とした実施機関の決定は妥当であるか。

第４ 争点に対する当事者の主張

１ 請求人の主張要旨

（１）あっせんを打ち切る通知が送付されるに至った経緯の説明を再三にわたり要

請したが、委員会は説明責任を果たしていない。

（２）上記事情により、委員会の平成○○年○○月○○日付けの議事録にて審議の

内容を確認したいと判断し、議事録の開示請求をしたところ、「被申請人（相

手方）の意見等の概要」の項目が１００％黒線で塗り消されており、判読が不

可能な状態である。

２ 実施機関の主張要旨

（１）非開示部分のうち、「被申請人からの委員会あて提出物」及び「委員への陳

述内容」については、委員会が行った「あっせん又は調停の手続」の過程にお

いて得られた情報である。

委員会の事務は、当事者、関係人等からの任意での協力や一定の信頼関係を

前提として事情聴取等の情報収集を行い、当事者の合意を踏まえ個別の紛争を

処理し、解決を図ることを趣旨とし、取得した情報や処理手続の過程の詳細は
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公開しないことを前提としている。これを開示するとなると、委員会と当事者

との信頼関係が著しく損なわれ、今後、当事者が委員会へ提供した情報の開示

を警戒し、その協力が得られなくなるなど、委員会の事務の遂行に支障を及ぼ

すおそれがあり、条例第１３条第７号に該当するため非開示とした。

（２）非開示部分のうち、「委員への陳述内容」については、当事者である被申請

人が、「あっせん又は調停の手続」の過程において、委員からの事情聴取に対

し、任意で回答した内容に関する記述である。その内容は、製品の不具合の発

生に対する考え方やその原因、製品の検査に関する事項等、これまでの被申請

人の事業活動の結果得られた知見に基づく内部管理に関する事項及び○○事案

に関する非公式の見解や個別の対応方針等に関する事項であり、未成熟の情報

を含むものである。

また、これは「あっせん又は調停の手続」の過程で得た情報であり、公開を

予定されて提供されたものでもない。

仮に、この製品の不具合に関する未成熟な情報が開示され、その結果として

流通するかもしれないとなると、被申請人の権利、同様な製品製造を行う他法

人等との公正な競争関係における競争上の地位、ノウハウ及び信用等、被申請

人の運営上の地位を含む正当な利益を害するおそれがあると判断して、条例第

１３条第４号イに該当するため非開示とした。

第５ 審議会の判断

１ 争点（本件個人情報の部分開示決定について）

本件請求に係る個人情報が、平成○○年○○月○○日に開催された群馬県○○

委員会の議事録である「群馬県○○委員会議事要旨」に記録された個人情報であ

ることについて、双方に争いはない。

実施機関は、本件個人情報の一部を条例第１３条第４号イ及び第７号に該当す

るとして非開示とする原処分を行ったところ、請求人は、原処分の取消しを求め

ている。このため、審議会において本件個人情報を見分した結果を踏まえ、非開

示部分の非開示情報該当性について、以下、検討する。

（１）非開示情報該当性について

ア 群馬県○○委員会議事要旨１ページ目の非開示部分について

１ページ目（４．（３）担当委員によるあっせん又は調停案の協議）１０

行目２７文字目から１１行目２７文字目までの非開示部分には、委員会あて

に「あっせん又は調停の手続」（以下「あっせん等」という。）の相手方で

ある特定法人（以下「被申請人」という。）が提出した文書の名称が記載さ

れている。この文書の名称は、被申請人から委員会へ提出される書類として

は一般的なものであり、法人の内部事情等を示す情報を含むものではなく、

提出書類があったことが原処分で明らかにされている状況下においては、こ

れを開示しても、被申請人が委員会による意見聴取等への協力や、あっせん
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等への参加そのものをちゅうちょする等により、委員会のあっせん等に係る

事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。

したがって、当該部分は、条例第１３条第７号に該当せず、開示するべき

である。

イ 群馬県○○委員会議事要旨２ページ目の非開示部分について

２ページ目（６．２（２）（１）の①から⑤までの各項目に対する被申請

人の意見等の概要）の非開示部分には、請求人が同席しない場において、被

申請人が委員会に対して陳述した内容が記載されている。以下、それぞれの

部分の非開示情報該当性について検討する。

（ア）７行目、９行目から１４行目まで、１７行目６文字目から２２行目まで、

２４行目３２文字目から３０行目まで及び３２行目２８文字目から３３行

目までの非開示部分は、請求人が審査請求書等において自ら明らかにして

いる情報や、原処分で開示されている部分からおのずと明らかになる情報

であると認められる。このため、これを開示しても、被申請人の権利、競

争上の地位その他正当な利益を害するおそれや、被申請人が委員会による

意見聴取等への協力やあっせん等への参加そのものをちゅうちょする等に

より、強制的な手段を持たず、関係者の協力を得ながら紛争の自主的解決

を促進する制度である委員会が行うあっせん等に係る事務の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるとは認められない。

したがって、当該部分は、条例第１３条第４号イ及び第７号のいずれに

も該当せず、開示すべきである。

（イ）８行目の非開示部分は、被申請人のあっせん等に関する考え方を示して

いる部分である。強制的な手段を持たない委員会が行うあっせん等は、も

ともと当事者間に紛争が生じている中、関係者の協力を得ながら紛争の自

主的解決を促すものであるから、当該部分を開示すると、被申請人が請求

人の反応を考慮して、委員会による意見聴取への協力や、あっせん等への

参加そのものをちゅうちょする等により、委員会が行うあっせん等に係る

事務の適正な遂行に支障を及ぼす可能性を否定できない。

したがって、当該部分は、条例第１３条第７号に該当し、同条第４号イ

について判断するまでもなく、非開示とすることが妥当である。

（ウ）１５行目から１７行目５文字目までの非開示部分は、本件あっせん等に

かかる事案の処理過程における被申請人の対応の状況が記載されている。

当該部分を開示すると、被申請人が請求人の反応を考慮して、委員会によ

る意見聴取への協力や、あっせん等への参加そのものをちゅうちょする等

により、委員会が行うあっせん等の解決促進に係る事務の適正な遂行に支

障を及ぼす可能性を否定できない。

したがって、当該部分は、条例第１３条第７号に該当し、同条第４号イ

について判断するまでもなく、非開示とすることが妥当である。

（エ）２３行目から２４行目３１文字目までの非開示部分は、被申請人の製品
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の不具合の発生に関する考え方の情報である。これを開示することにより、

製品の不具合に関する内部管理の情報が開示され、被申請人の権利、競争

上の地位その他正当な利益を害するおそれがあり、条例第１３条第４号イ

に該当するため開示するべきではない。

また、上記イと同様の理由により、条例第１３条第７号にも該当するた

め、非開示とすることが妥当である。

（オ）３１行目から３２行目２７文字目までの非開示部分は、委員会開催時点

の調整過程における被申請人の対応方針である。これを開示することによ

り、被申請人が、本件に類似する別の案件において、同様の取扱いを求め

られるなど、被申請人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するお

それがあり、条例第１３条第４号イに該当するため開示するべきではない。

また、上記イと同様の理由により、条例第１３条第７号にも該当するた

め、非開示とすることが妥当である。

（２）請求人のその他の主張について

請求人は、その他種々主張するが、いずれも審議会の上記判断を左右するも

のではない。

（３）本件一部開示決定の妥当性について

以上のことから、本件個人情報につき、その一部を条例第１３条第４号イ及

び第７号に該当するとして非開示とした決定については、別紙において開示す

べきとした部分については開示するべきであるが、その余の部分については、

非開示とすることが妥当であると判断した。

２ 結論

以上のことから、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。

第６ 審査の経過

当審議会の処理経過は、以下のとおりである。

審 議 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成２９年 ４月２５日 諮問

平成２９年 ５月 ９日 審議（本件事案の概要説明）
（第７６回 審議会）

平成２９年 ７月 ６日 審議（実施機関等の口頭説明）
（第７７回 審議会）

平成２９年 ７月２７日 審議（実施機関等の口頭説明）
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（第７８回 審議会）

平成３０年 ７月 ５日 答申
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別紙（開示すべき部分）

本件個人情報で非開示とされた情報のうち下表の部分

枚目 開示すべき部分

１ ４．審理事項

（３）担当委員によるあっせん又は調停案の協議

１０行目２７文字目から１１行目２７文字目まで

２ ６．本事案に関する当事者からの意見等の聴取

（Ｂ）（２）（１）の①から⑤までの各項目に対する被申請人の意見等の

概要

７行目

９行目から１４行目まで

１７行目６文字目から２２行目まで

２４行目３２文字目から３０行目まで

３２行目２８文字目から３３行目まで


